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研究成果の概要（和文）：「市民的及び政治的権利に関する国際規約（自由権規約）」の自由権規

約委員会は、締約国の提出する政府報告を審査し、勧告を含む総括所見を採択して、そのフォ

ローアップを求める慣行を確立した。本研究は、各締約国が、これらの勧告を受け入れている

かいないか、また、各国に固有の文化的・社会的・宗教的構造が、それにどのように影響を与

えるかを比較検討し、自由権規約の保障する人権を実現するためには、どのような課題が存在

するかを分析した。 
 
研究成果の概要（英文）：Through an analysis of follow-up to Concluding Observations on 
States parties' reports adopted by the Human Rights Committee, this study examines how 
each State party implements the Committee’s recommendations contained in the 
Concluding Observations and how the State’s proper cultural, social, and religious 
elements affect the implementation, in order to clarify the problems of the human rights 
standards enshrined in the International Covenant on Civil and Political Rights.   
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研究分野：国際人権法 
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１．研究開始当初の背景 
（１）市民的及び政治的権利に関する国際規
約（自由権規約）の政府報告制度は、締約国
が人権の実施状況について定期的に報告を
行い、条約実施機関である自由権規約委員会
がこれを審査する手続であり、すべての締約

国に義務づけられている制度である。2002 年
以降、締約国に対し、自由権規約委員会が、
特に懸念する緊急の国内の人権状況につい
て１年以内の回答を求める政府報告書フォ
ローアップ制度が始まっている。 
 



（ ２ ） 政 府 報 告 書 審 査 の 総 括 所 見
（Concluding Observations）に示される自
由権規約委員会の勧告に沿って、事態の改善
に努力する国（西欧諸国の場合が多い）もあ
れば、委員会の勧告にもかかわらず事態の改
善がみられない国も、非西欧諸国を中心に、
多数存在する。そのような状況を踏まえ、勧
告を履行している国は、なぜ履行できている
のか、できない国はなぜできていないのか、
あるいは履行できる勧告と履行できない勧
告にはどのような違いがあるのか、その背景
は何かを、文化的・宗教的・社会的構造とい
った締約国の歴史、文化、伝統面まで掘り下
げて検討したいとの着想が、本研究申請に至
った経緯である。 
 
（３）自由権規約の諸規定の国内実施を、政
府報告書のフォローアップ制度に焦点を当
て、単に法的な検討にとどまらず、文化的、
宗教的、社会的背景に立ち入り、比較検討し
ようとの試みは、国内においては初めての研
究であり、世界的にみてもほとんど例がない。
したがって、その研究成果は、日本のみなら
ず世界の国際人権保障に関する研究にとっ
て、貴重な貢献となることが期待される。 
 
（４）研究開始時には、2002 年に政府報告
書フォローアップ制度が開始されて以降、初
めて、日本が第 5 回目となる政府報告書を自
由権規約委員会に提出しようとしている段
階であった。政府報告書フォローアップ制度
の実効性について、地域別に比較検討をおこ
なう本研究は、日本の人権状況の改善に向け
た方策を探るという実践的意義をも併せて
有している。 
 
 
２．研究の目的 
（１）政府報告審査のフォローアップ制度は、
すでに５年の実績をもつ制度であるが、その
回答には各国が抱える人権問題の特殊性や
個別性が如実に映し出される。普遍的とされ
る自由権規約が締約国に根づかない背景は
何かという国際的な人権保障体制の確立に
とって重要な問題を考えるために、この政府
報告書フォローアップの分析と検討は格好
の素材を提供する。 
 
（２）本研究は、条約規定の国内実施に関し
て、各締約国に固有の問題、特に文化的、宗
教的、社会的構造の問題があることを摘出し、
かかる構造を背景として生ずる人権の懸念
状況の改善に各国がどのように対処してい
るかを、各国のフォローアップ回答を収集・
整理した上で、比較検討することをその目的
とする。 
 

（３）回答が人権状況の改善に資する場合は
ともかく、そうではない場合に、委員会はい
かに対応すべきか、自由権規約の実施をめぐ
る制度の課題を抽出することも併せて研究
の目的である。 
 
 
３．研究の方法 
（１）自由権規約委員会の政府報告書審査に
おいて、政府報告フォローアップの対象とな
った国を網羅的にリストアップし、既に検討
を終えているもの、新たに１年以内の回答が
求められた事例を整理し、未検討なものを研
究分担者に割り当てて、共同研究会において
順次報告し、分析・検討する。 
 
（２）報告を基礎に、国名、総括所見で示さ
れた懸念事項及び勧告、そのうち 1年以内に
回答が求められた事項、締約国による回答、
特別報告者による勧告を、データ化する。 
 
（３）個人通報事例のフォローアップと政府
報告フォローアップの相関関係などを探り、
人権状況の改善を阻む、文化的、宗教的、社
会的構造の分析を行う。 
 
（４）各フォローアップ事例につき、なぜ是
正措置がとられたか、又はとられなかったか
を、国ごとに検討し、その歴史的・文化的・
社会的背景の特徴と原因について比較検討
する。 
 
 
４．研究成果 
（１）2007 年度から 2009 年度の 3 年間にわ
たり、共同研究会において、政府報告フォロ
ーアップに関する報告・検討をおこなった。
研究会で扱った政府報告と報告担当者は以
下の通りである。 
 
2007 年度 
１）リトアニア第 2 回政府報告（4月 22 日：
前田直子） 
２）アメリカ合衆国第 2回および第 3回政府
報告（5月 27 日：坂元茂樹） 
３）ベネズエラ第 3 回政府報告（6月 17 日：
中井伊都子） 
４）中央アフリカ共和国第 2 回政府報告（7
月 29 日：北村泰三） 
５）ボスニア・ヘルツェゴビナ第 1回政府報
告（9月 23 日：德川信治） 
６）タジキスタン第 1回政府報告（9月 23 日：
西井正弘） 
７）韓国第 3 回政府報告（10 月 14 日：金東
勲） 
８）トーゴ第 3 回政府報告（11 月 25 日：前
田直子） 



９）ケニア第 2回政府報告（2月 24 日：薬師
寺公夫） 
１０）モーリシャス第 4回政府報告（3月 23
日：坂元茂樹） 
 
2008 年度 
１）アルバニア第 1 回政府報告（4月 27 日：
前田直子） 
２）スリランカ第 4回および第 5回政府報告
（6月 29 日：西井正弘） 
３）エルサルバドル第 4回および第 5回政府
報告（7月 20 日：本間浩） 
４）セルビア・モンテネグロ第 1回政府報告
（11 月 23 日：薬師寺公夫） 
５）ウクライナ第 6 回政府報告（2月 22 日：
金東勲） 
６）ウガンダ第 1回政府報告（3月 22 日：初
川満） 
 
2009 年度 
１）イタリア第 5回政府報告（4月 26 日：前
田直子） 
２）グルジア第 2回および第 3回政府報告（5
月 31 日：金東勲） 
３）アイスランド第 4回政府報告（7月 19 日：
薬師寺公夫） 
４）シリア第 2 回政府報告（10 月 18 日：西
井正弘） 
５）イスラエル第 2回政府報告（11月 22 日：
中井伊都子） 
６）ウズベキスタン第 2 回政府報告（12 月
20 日：金東勲） 
７）デンマーク第 5 回政府報告（2月 21 日：
前田直子） 
８）アイルランド第 3回政府報告（3月 21 日：
本間浩） 
 
（２）各国政府からのフォローアップ情報の
遅延、さらに情報のインターネット上での公
開の遅延により、当初、想定したペースで研
究と報告をおこなうことは容易ではなかっ
たが、検討可能な政府報告については網羅的
な研究をおこなってきたと考えている。 
 
（３）また、3 年間の科研費研究を総括する
目的で、最終年度にあたる 2010 年 1 月 31 日
に、韓国、フィリピン、タイから専門家を招
聘し、国際シンポジウム「規約人権委員会の
フォローアップ手続の実効性」を開催した。
シンポジウムには、本科研費研究の研究代表
者、研究分担者に加え、国際人権法を専門と
する研究者、法曹関係者、NGO が参加し、活
発な討論をおこなった。 
 
（４）本研究、および本研究に先立ち、平成
15 年度より平成 17 年度までおこなわれた科
研費研究「多文化社会における国際人権規約

B 規約のフォローアップに関する体系的研究」
で得られた成果からは、普遍的と理解される
人権概念を体現する人権条約が適切に実施
されるためには、各国に固有の文化的社会的
背景の理解が不可欠であることが改めて浮
き彫りになる。そうした理解に立脚しつつ、
人権状況に関して具体的な改善が実施され
るよう、各国政府との間で建設的な対話を継
続することが重要である。 
 
（５）平成 22 年度から 4 年間の予定で実施
する科研費研究「国連人権理事会の実効性〜
普遍的定期審査を中心に」でおこなう、国連
人権理事会における「普遍的定期審査」の有
効性の分析と検討により、これらの研究成果
を一層、深める所存である。そのことにより、
国際的人権保障体制の課題を多角的に分
析・検討するとともに、その発展に貢献する
具体的かつ体系的な研究に取り組んでいき
たいと考えている。 
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